
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年１月１６日（金）    １０：００～１０：０８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

平 口 洋 国務大臣（法務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

木 原 稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本 尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者: 林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤 啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ４件 

○政令         ２件 

○人事         ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 

1



 

議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 

○尾﨑内閣官房副長官：一般案件について、申し上げます。まず、「社会資本整備重点

計画」及び「交通政策基本計画」について、御決定をお願いいたします。本件につ

きましては、後程、国土交通大臣から御発言があります。 
  次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「セルビア国」及び「モンテネグロ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付す

べき信任状及び解任状であります。 
  次に、政令２件について、御決定をお願いいたします。まず、「高齢者の医療の確

保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の

算定等に関する政令の一部改正令」は、子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てるための後期高齢者医療の保険料の賦課基準に係る規定等の整備を行

うものであります。 
  次に、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正令」は、購入した米穀の取得単

価を超える価格での譲渡を禁止する措置を解除するものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、片山財務大臣が、１９日から２

１日まで、赤澤経済産業大臣及び小泉防衛大臣が、１９日から２２日まで、松本デ

ジタル大臣が、１８日から２２日まで、世界経済フォーラム年次総会出席等のため、

それぞれ海外出張されますので、御了解をお願いいたします。 
  次に、前環境副大臣兼内閣府副大臣中田宏を内閣府大臣補佐官に任命し、小野田

内閣府特命担当大臣を補佐させることについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、元参議院議員山虎之助を正三位に叙するもの外２５７名の叙位又は叙勲

について、御決定をお願いいたします。なお、元内閣官房副長官杉田和博を正三位

に叙するものがあります。 
  次に、件名外案件について、申し上げます。「日米科学技術研究開発協力協定の有

効期間を延長する議定書」に署名することについて、御決定をお願いいたします。

本件は、科学技術における研究開発のための協力の枠組みを定めた日米間の協定の

有効期間を、本年１月２０日から９か月間延長するものであります。なお、相手国

政府との署名まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、国土交通大臣。 
○金子国務大臣：社会資本整備重点計画及び交通政策基本計画は、令和１２年度まで

を計画期間とする、インフラと交通という２つの分野の羅針盤となる計画です。両

計画では、「人口減少という危機を好機に変える」という共通のゴールを掲げてい

ます。インフラと交通を支える担い手不足等の危機に直面するなか、デジタル・新

技術等の活用も進めながら、持続可能な地域社会や力強い経済成長の実現に向け、

社会資本整備と交通に関する施策を計画的に推進いたします。両計画の着実な推進

に向けて、関係府省庁の御協力をよろしくお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、小野田大臣。 
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○小野田国務大臣：日本学術会議が共同主催する国際会議について、御説明いたしま

す。日本学術会議においては、学術の振興と科学的諸問題の解決促進等が期待され

る国際会議を、学術研究団体と共同して毎年開催しております。令和８年度につい

ては、「第４１回世界獣医師会大会」を始め、４件の国際会議を全国２都市で開催す

ることといたしたく、御了解をお願いいたします。関係閣僚の皆様におかれては、

御支援・御協力をお願い申し上げます。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：片山大臣、赤澤大臣、小泉大臣及び松本尚大臣は、それぞれ海

外出張いたしますが、その出張不在中、上野大臣を財務大臣の、小野田大臣を経済

産業大臣の、あかま大臣を防衛大臣の、林大臣をデジタル大臣の、臨時代理又は事

務代理とすることといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 

なお、海外出張された小野田大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。 
御発言はございますか。 

  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和８年 

１月 16日 

◎ 一般 案 件

1. 社会 資本 整備 重 点 計画 に つい て（ 決 定 ）

〇 （ 国土 交 通 省・ 警察 庁 ・農 林 水 産省 ） 

1. 交 通 政策 基 本 計画 につ い て（ 決 定 ）

（ 国土 交通 省・ 警察 庁 ・経 済 産 業省 ） 

☆ セル ビア国 及 びモ ン テネ グ ロ国 駐 箚特 命 全権 大使

堤 尚 広に交 付 すべ き 信任 状 及び 前 任特 命 全権 大

使村 朗の 解 任状 に つ き認 証を 仰 ぐ こ と に つい

て （決 定） （ 外務 省 ）

◎ 政 令 

○ 高齢 者の医 療 の確 保 に関 す る法 律 施行 令 及び 前期

高 齢者 交付金 及 び後 期 高齢 者 医療 の 国庫 負 担金 の

算 定等 に関す る 政令 の 一部 を 改正 す る政 令

（ 決定 ）         （ 厚生 労 働・ 財 務省 ）

〃 ○ 国民 生活 安 定緊 急措 置 法 施行 令 の一 部を 改正 する

政 令（ 決定 ）     （農 林 水 産省 ・ 消費 者庁 ）

◎ 人 事

☆ 財務 大臣 片山 さつ き 外３ 名 の 海外 出張 に つ い て

（ 了解 ）

○ 中田 宏を 内 閣府 大 臣補 佐 官に 任 命す る こと につ

い て（ 決定）

〃 ○ 元参 議院 議 員山 虎之 助 外２ ５ ７名 の 叙位 又 は叙

勲 につ い て（ 決 定 ）

〔 ○署 名 あ り ☆ 署名 なし 〕

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
あ り

資 料  
あ り

資 料
な し

資 料
あ り
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                 令和８年 

１月 16日 

 

◎ 一般案 件 

 ○科 学技術 に おけ る 研究 開 発の た めの 協 力に 関する

日 本国 政府とア メリカ 合衆国 政府と の間の 協定 の

有 効期 間を延長 する議 定書の 署名に ついて 

（ 決定 ）              （ 外 務省 ）  
 
 
〔 ○署名 あり  ☆署名 なし〕 

（ 金 ）   件 名 外 案 件  

資 料  
な し  
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